
要点確認テスト 第 14回 問題 
(有)拓明館 

次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×にマークしなさい。 

 

問 1 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その

販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、

免許を必要としない。 

 

問 2 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数

の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要になるが、自ら所有する建物を

貸借する場合は、免許を必要としない。 

 

問 3 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却

を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要とし

ない。 

 

問 4 信託業法第３条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、

免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要であ

る。 

 

問 5 Ａが、競売により取得した宅地を１０区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代

理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Ａは免許を受ける必要はない。 

 

問 6 Ｂが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及

び契約をＣに、当該マンションの管理業務をＤに委託する場合、Ｃは免許を受ける

必要があるが、ＢとＤは免許を受ける必要はない。 

 

問 7 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売

却を反復継続して行い、その媒介をＥに依頼する場合、Ｅは免許を受ける必要は

ない。 

 

問 8 不特定多数の者に対し、建設業者Ｆが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、

当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Ｆは

免許を受ける必要はない。 

 

問 9 法人Ａの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから５年

を経過しない者がいる場合、Ａは、免許を受けることができない。 
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問 10 法人Ｂの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処

せられ、その刑の執行が終わった日から５年を経過しない者がいる場合、Ｂは、免

許を受けることができない。 

 

問 11 法人Ｃの役員のうちに、刑法第 204条（傷害）の罪を犯し懲役１年の刑に処せら

れ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から５年を経過しない

者がいる場合、Ｃは、免許を受けることができない。 

 

問 12 法人Ｄの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せら

れ、その刑の執行が終わった日から５年を経過しない者がいる場合、Ｄは、免許を

受けることができない。 

 

問 13 本店及び支店１か所を有する法人Ａが、甲県内の本店では建設業のみを営み、

乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Ａは乙県知事の免許を受け

なければならない。 

 

問 14 免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Ｂは、免許の有効期間満了の

日の２週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。 

 

問 15 宅地建物取引業者Ｃが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許

の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前

の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を

有する。 

 

問 16 宅地建物取引業者Ｄ(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案

内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通

大臣への免許換えの申請をしなければならない。 

 

問17 甲県知事の免許を受けているＡ（事務所数１）が、甲県の事務所を廃止し、乙県

に事務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Ａは甲県知

事を経由して、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。 

 

問18 甲県知事の免許を受けているＡ（事務所数１）が、事務所を廃止し、又は甲県内

で増設した場合、Ａは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出又は変更の届出をし

なければならない。 
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問 19 国土交通大臣の免許を受けているＡ（事務所数２）が、甲県の従たる事務所を

廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Ａは、乙県知事に、直接免許換え

の申請をしなければならない。 

 

問 20 国土交通大臣の免許を受けているＡ（事務所数２）が、甲県の主たる事務所を

従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に、変更した場合、Ａは、

国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。 


